
令和５年度（２０２３年度）地域生涯学習活動実践交流セミナー 道東ブロック（オホーツク管内）事例発表

社会教育行政職員の役割
～『法』と私たちの実践～

北見市教育委員会 生涯学習課

社会教育主事 松坂すずの



北見市のご紹介

• 人口 111,587人（令和６年１月３１日時点）
平成１８年３月に近隣の端野町・常呂町・留辺蘂町と合併、オホーツク海に面し、自然豊かな

「ハッカの街北見」として全国に発信しています。

また、ラグビーやカーリングなどスポーツが盛んな街としても知られ、特に女子カーリング

チーム「ロコ・ソラーレ」は令和４年２月の北京オリンピックで日本カーリング史上初の

銀メダルを獲得し、話題を呼びました。



オホーツク管内における社会教育ついて

現在、北見・網走・遠軽・紋別の計４ブロックに分かれ、風土と地域性に根差した今日的

課題について日々研究協議を重ね、社会教育行政の発展と向上に努めています。

また、毎年「オホーツク管内社会教育主事・社会体育担当者等研修会」や、網走地方教育

研修センターと連携して開催する「網走地方教育研修センター講座『社会教育』」など、

管内の社会教育行政職員の多くは研修を通して、日々、社会教育への理解と意義について

まなびを深め合っています。

今回発表する内容は令和５年度北見ブロック（北見市・訓子府町・美
幌町・置戸町・津別町）で設定したテーマであり、現在も研究協議を
進めている内容となります。



研究テーマ設定の経緯について
近年、オホーツク管内における社会教育主事配置人数が減少

→人事異動等により、経験年数の浅い職員が社会教育を担当するように

無駄じゃない？
実施の根拠が分からない

理由が分からないまま事業を継続してしまう

ケースに繋がり、本来の実施目的を果たせ

なくなる可能性が高くなる！！

なんでこの事業をしないと
いけないの？



研究テーマ 社会教育行政職員の役割

→「社会教育」という分野において、行政職員はどのような手法

によって力を発揮し、地域や住民と関わりを持っていけばいい

のか

サブテーマ 『法』と私たちの実践

→私たちが実際に取り組んでいる事業の振り返りを「法」の根拠

をもとに作成した評価軸に落とし込み、第３者（北見ブロック

研究委員）の視点から評価、今後の反省と展望に繋げる

日々私たちが触れる『法』の学び直しを通して、社会教育事業の在り方と

職員のスキルアップ⤴を目指す

≒行政は常に法と隣り合わせという観点から



研究の進め方①
元北星学園大学教授：河野和枝氏による講演

→社会教育に関わる法を読み解き、評価軸作成に向けた情報の整理を行った。

①日本国憲法

第２３条「学問の自由はこれを保障する」

第２６条「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を

有する」

②旧教育基本法（1947年）→現行教育基本法では第１２条・第１６条に該当

第７条 「家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励され

なければならない」

第１０条「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」

「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として

行わなければならない」

※今回、旧教育基本法を選んだ理由としては、現行法に比べ「社会教育」への視点の当て方が広域であり、

社会教育法へ焦点を絞りやすかったため。



研究の進め方②
③ ①②を元に、以下項目に沿って評価基準を作成

ポイントとして→★社会教育は社会の情勢と深く関わりながら進んでいる。

★社会教育は正解がないものであるが、「真理」はある。

「真理」を守るために「法」が重要な役割を果たしている。

★「まなび」とは強制ではなく、自らの意志でまなぶことが大切。

社会教育法

第３条「実際生活に即する」「あらゆる機会、あらゆる場所」「環境醸成」より

事例評価の観点を決定

（１）住民の主体性…住民のニーズを捉えているのか

（２）機会の保障…だれでも、いつでも、どこでも関わることができるのか

（３）関係の創出…新しい関係は生まれたのか



社会教育法をもとに理想の評価軸を設定→自治体ごとの事例を整理

環境醸成 学習機会の提供 コミュニティづくり

住民の主体性 機会の保障 関係の創出

社会教育法に照らし合わせると…？



環境醸成

学習機会の提供

社会教育法第３条 第１項

国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施

設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、全ての国民があらゆる

機会、あらゆる場所を利用し、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成する

ように努めなければならない。

「だれでも、どこでも、いつでも」「実際生活に即する学習」「環境醸成」

社会教育法第３条 第２項

国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たっては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、

これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の

振興に寄与することとなるよう努めるものとする

「住民の主体性」「ニーズを捉えているか」「必要な学習機会の提供／奨励」



事 業

知らない面を知る

住民同士の
新たなつながり

新たな特技の発見

新規事業へのヒント

関係の創出≒人と人（参加者・住民同士など）から生まれるコミュニティが実は多い！

「環境醸成」「学習機会の提供」の協議と併せ、

社会教育法第２条（社会教育の定義）より、社会教育が「組織的な教育活動」に規定されていることと

絡ませて…

北見ブロック独自の項目として整理することとした

コミュニティづくり

「新しい関係が生まれたか」「コミュニティづくり」として設定



研究の進め方③

④事例発表と評価について

研究委員は２グループに分かれ、事例発表～感想交流～発表者への質疑応答～グループ間交流～全体共有で進めた

（１）北見市（芸術文化振興）「KITAMIオンライン展示について」

（２）美幌町（青年団体）「青年団体Fjoy設立からこれまでの取り組み」

（３）津別町（青年団体）「青年プロジェクトand」

（４）訓子府町（高齢者大学）「若がえり学級」

（５）置戸町（食）「食のまちづくり推進事業」



☆

〇

◇

令和３年～ ◇

令和４年 ☆

会場展示が復活したことと委託業務量の関係上、展示を行える作品の規模が縮小してしまった。きたみ市
民芸術祭への関心は徐々に高まって来ているため、参加者と市民ニーズに答えられるような事業に今後育
てていきたい。

評
価
（

記
入
し
な
い
）

　　        【環境醸成/実際生活に即する】だれでも、いつでも、

　　         どこでも関わることができるか　（第１条）
　　　【必要な学習の機会の提供/奨励】

　　　住民の主体性/ニーズを捉えているか（第２条）
　　【コミュニティづくり】

　　新しい関係が生まれたか（第３条）

「コロナ禍」という今まで経験したことのない事態に直
面した中で、オンラインを活用した新しい事業に様々な
人たちを巻き込み、だれでも、いつでも、どこでも芸
術・文化に関われる仕組みを築けた。

若い人や参加者の増加とともに、住民の主体性を引
き出すことや、持続させることに繋げることができ
た。

事業を通して、既存事業の存在を知ってもらえた

事業の成果や発展、効果など（記載できる場合のみ）

左記事項における職員の関わり方

経済の伝書鳩で特集が組まれ、紙面上で作品の一部が公開された。

各事業ごとに希望調査を行い、個人情報の管理
を徹底。

選ばれた出品者への説明と連絡対応

令和２年
９月上旬よりＮＰＯ法人北見文化連盟と事業契約を結ぶ。市教委を中心に作品とコメントを募集
し、芸術祭に関わっていない方にも気軽に参加してもらえるようジャンルの幅を増やした。また、
ネット環境を持ち合わせていない方ように図録を作成、市内公共施設に閲覧用として設置した。

参加を希望する団体や個人に対し、可能な限り
要望を叶えられるよう努めた。

シート作成時点での担当者の振り返り（反省、改善、関わり方、ターニングポイントなど）

当事者や参加者の反応/その後の発展

事業名： KITAMIオンライン展示の取り組み 北見市教育委員会　生涯学習課　松坂すずの

　
事
業
が
生
ま
れ
た

　
　
　
　
背
景
・
経
緯

作成者：

事
業
目
的

「いつでも・どこでも・気軽に」をテーマに、北見市内で活動する団体・個人が制作した作品を中心に、専用
ホームページで作品の写真掲示を行い、市内のみならず全国・世界へ発信を行うことで、北見市の文化活動を
紹介するきっかけ作りを行う。

令和２年度の新型コロナウイルス感染拡大を受け、３密回避やソーシャルディスタンスなどを考
慮した結果、会場を使用しての展示活動を行うことが一時不可能になったため、ＮＰＯ法人北見
文化連盟へ事業委託を行う形で実現した。
また、活動自粛による団体・個人の活動停滞を防ぎ、紹介を行うことも併せて考慮した。

事
業
概
要

きたみ市民芸術祭「美術展」「書道・写真展」「華道展」「ハーブ・アート展等」「姉妹都市交流作品展」に
出品された作品のうち、希望するもののみ写真撮影を行い、専用ホームページへ掲載を行う。

上記に係る職員の関わり方/働きかけ

ＮＰＯ法人北見文化連盟へ例年委託を行っている「総合芸術祭」が中止となり、市教委より事業
案を持ち込んで、協議を行った。

取
組
み
の
内
容

事業内容について（伝えておくべき事項や特記事項を記載）

会場展示が復活したため、きたみ市民芸術祭参加者のみに限定、希望者のみの掲載を行った。
会場のみならず、オンラインでも引き続き閲覧が可
能となったため、新規申込者が徐々に増えていっ
た。

広範囲で配布されるフリーペーパーのため、参加者
からの反響も概ね良好で、事業自体の周知としては
良かったと思う。

「新しい生活様式」に考慮した展示を行えていると
反響があり、令和３年度以降の事業継続を望む声が
あがった。

☆ 〇◇

担当職員が感じた評価項目を
下記の記号より選択 評価における詳細を記載

併せて、その後の発展について
も記入担当者視点からの振返りを行い、

今後の改善策等について記載

記入例
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美幌町



津別町



訓子府町



置戸町



発表のまとめについては新聞形式で！

・研究委員から寄せられた感想や気づきを項目
ごとに分け、見やすくした。

・課題／改善点をあげ、第３者の視点から事業
改善に向けた提案と助言を行った。



まとめ①

以上の整理から見えてきたこと

事業の担当者としてスキルアップできたことは？足りなかったことは？

新人職員（新任職員）への道標、新規事業企画立案に向けた私たちが
伝えられるヒントとは？？



まとめ②

環境醸成 学習機会の提供 コミュニティづくり

全発表事例の評価項目より共通項を見つける

ハードルを下げる
個人の要望と
社会の要請

やってみたい（わくわく）
知ってみたい



まとめ③

共通項から職員としての関わり方に繋げる

ハードルを下げる
個人の要望と
社会の要請

やってみたい（わくわく）
知ってみたい

職員はどのように
動くのか

職員は意見を
どう引き出すのか

職員はこの気持ちに対し
どう関わるのか



まとめ④

・新規加入者への対応
・情報共有
・まわりを頼る（力を借りる）
・集まることを楽しむ
・楽しさに気付く
・オンラインの活用

※まなびへの参加をしやすく
生活に根差した学習

職員として…
・事業に併せた雰囲気作りに努める
・これはしなくちゃいけないという

考えはNG！

ハードルを下げる 個人の要望と
社会の要請

やってみたい（わくわく）
知ってみたい

・対話（雑談）からの聞き取り
・参加者に併せた変化
・参加者からの提案を組む
・補助金申請
・団体育成

職員として…
・何故住民の主体性を育みたい

のかを明確にし、引き出し方
について模索し続ける

・やりたい放題ではなく、社会の
要望にマッチングさせることも
必要

・出会いの場
（相手の知っているようで

知らない面を引き出す）
・団体間交流
・組織の循環

（新しい人が常に入れ替わり
アイデアが生まれやすく）

・AAR循環
（楽しいことをやってみて振り

返って）

職員として…
・基盤づくりのきっかけを探る
・規模にこだわらないグループ

作りの火付け役に



最後に…

北見市教育委員会では、現在第７６回きたみ市民芸術祭「KITAMIオンライン展示」を
開催しています！

掲載期間：令和６年２月２９日（木）まで

令和５年１０月から１１月にかけて開催した、第７６回きたみ市民芸術祭「美術展」「第４２回総合
芸術祭」「令和５年度姉妹都市交流作品展」に出品された市民及び高知県高知市の姉妹都市交流作品、
計３４９点を公開しています！

是非ご覧ください！！


